
  

市民のもり公園入場の際の注意点 

・公園の入退場の際には、必ず公園管理棟に声掛けを行うとともに、事業周知の看板を受け取り、 

キッチンカー付近に設置してください。 

・場内の移動は最徐行とし、公園来場者に危険がないよう配慮してください。 

※以前許可していた公園西側駐車場の車止めを動かしての入場はできませんのでご注意ください。 
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